
1 

 

消費税率引下げと連動する規定の例 

 

○消費税法（昭和 63年法律第 108号）〔抄〕 

（小規模事業者に係る納税義務の免除） 

第九条 〔略〕 

２ 前項に規定する基準期間における課税売上高とは、次の各号に掲げる事業

者の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。 

一 個人事業者及び基準期間が一年である法人 基準期間中に国内において

行つた課税資産の譲渡等の対価の額（第二十八条第一項に規定する対価の額

をいう。以下この項、次条第二項、第十一条第四項及び第十二条の三第一項

において同じ。）の合計額から、イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除

した金額の合計額（以下この項及び第十一条第四項において「売上げに係る

税抜対価の返還等の金額の合計額」という。）を控除した残額 

イ 基準期間中に行つた第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の

返還等の金額 

ロ 基準期間中に行つた第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の

返還等の金額に係る消費税額に七十八分の百を乗じて算出した金額 

二 〔略〕 

３～９ 〔略〕 

 

（仕入れに係る消費税額の控除） 

第三十条 事業者（第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除

される事業者を除く。）が、国内において行う課税仕入れ（特定課税仕入れに

該当するものを除く。以下この条及び第三十二条から第三十六条までにおい

て同じ。）若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取る課税貨物につい

ては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の属する課税

期間の第四十五条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額（以下

この章において「課税標準額に対する消費税額」という。）から、当該課税期

間中に国内において行つた課税仕入れに係る消費税額（当該課税仕入れに係

る支払対価の額に百十分の七・八を乗じて算出した金額をいう。以下この章に

おいて同じ。）、当該課税期間中に国内において行つた特定課税仕入れに係る

消費税額（当該特定課税仕入れに係る支払対価の額に百分の七・八を乗じて算

出した金額をいう。以下この章において同じ。）及び当該課税期間における保

税地域からの引取りに係る課税貨物（他の法律又は条約の規定により消費税

が免除されるものを除く。以下この章において同じ。）につき課された又は課

されるべき消費税額（附帯税の額に相当する額を除く。次項において同じ。）
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の合計額を控除する。 

一～四 〔略〕 

２～５ 〔略〕 

６ 第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額とは、課税仕入れの対価

の額（対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しく

は権利その他経済的な利益の額とし、当該課税仕入れに係る資産を譲り渡し、

若しくは貸し付け、又は当該課税仕入れに係る役務を提供する事業者に課さ

れるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費

税額（これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。第九項第一号にお

いて同じ。）に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。）をいい、

第一項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額とは、特定課税仕入れ

の対価の額（対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物

若しくは権利その他経済的な利益の額をいう。）をいい、同項に規定する保税

地域からの引取りに係る課税貨物とは、保税地域から引き取つた一般申告課

税貨物又は特例申告書の提出若しくは特例申告に関する決定に係る課税貨物

をいい、第二項に規定する課税期間における課税売上高とは、当該事業者が当

該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額（第二十八

条第一項に規定する対価の額をいう。以下この項及び第九項第一号において

同じ。）の合計額から当該課税期間における売上げに係る税抜対価の返還等の

金額（当該課税期間中に行つた第三十八条第一項に規定する売上げに係る対

価の返還等の金額から同項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係

る消費税額に七十八分の百を乗じて算出した金額を控除した金額をいう。）の

合計額を控除した残額（当該課税期間が一年に満たない場合には、当該残額を

当該課税期間の月数（当該月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を

生じたときは、これを一月とする。）で除し、これに十二を乗じて計算した金

額）をいい、第二項に規定する課税売上割合とは、当該事業者が当該課税期間

中に国内において行つた資産の譲渡等（特定資産の譲渡等に該当するものを

除く。）の対価の額の合計額のうちに当該事業者が当該課税期間中に国内にお

いて行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の占める割合として政令で

定めるところにより計算した割合をいう。 

７～12 〔略〕 

 

（納税義務の免除を受けないこととなつた場合等の棚卸資産に係る消費税額

の調整） 

第三十六条 第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される

事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受け
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ないこととなつた課税期間の初日（第十条第一項、第十一条第一項又は第十二

条第五項の規定により第九条第一項本文の規定の適用を受けないこととなつ

た場合には、その受けないこととなつた日）の前日において消費税を納める義

務が免除されていた期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸

資産又は当該期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産

に該当するもの（これらの棚卸資産を原材料として製作され、又は建設された

棚卸資産を含む。以下この条において同じ。）を有しているときは、当該課税

仕入れに係る棚卸資産又は当該課税貨物に係る消費税額（当該棚卸資産又は

当該課税貨物の取得に要した費用の額として政令で定める金額に百十分の

七・八を乗じて算出した金額をいう。第三項及び第五項において同じ。）をそ

の受けないこととなつた課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎とな

る課税仕入れ等の税額とみなす。 

２～５ 〔略〕 


